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説 明 

この案を提出するのは、みよし市部設置条例の一部改正に伴い、みよし市議会における常任委

員会の所管を改めるため必要があるからである。 



みよし市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 みよし市議会委員会条例（平成２１年三好町条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の表のとおりとする。 

名称 委

員

定

数 

所管 

企画総

務委員

会 

7人 市長公室、企画部、総務部、議

会事務局、会計管理者、選挙管

理委員会、公平委員会及び監査

委員の所管に属する事項（ただ

し、予算決算委員会の所管に属

する事項を除く。）並びに他の

常任委員会に属さない事項 

文教厚生委員会の項以下 略 
 

名称 委

員

定

数 

所管 

企画総

務委員

会 

7人 経営企画部、総務部、議会事務

局、会計管理者、選挙管理委員

会、公平委員会及び監査委員の

所管に属する事項（ただし、予

算決算委員会の所管に属する事

項を除く。）並びに他の常任委

員会に属さない事項 

文教厚生委員会の項以下 略 
 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


